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南陽市農業委員会委員総会会議録 
 

南陽市農業委員会会長 髙 橋 善 一 は、南陽市農業委員会委員総会を 

令和３年３月２４日午前９時３０分南陽市役所議会全員協議会室に招集した。 

 

１.招 集 委 員 １３名 

 

２.出 席 委 員 １３名にしてその氏名は次のとおり 

 １番 髙橋 善一 ２番 黒澤 ちよ子 ３番 髙橋 誠一 

 ４番 峠田 一徳 ５番 浅野 厚司 ６番 渡部 基司 

 ７番 本間 仁一 ８番 安達 芳紀 ９番 佐藤 一志 

 10番 小野 博 11番 渡沢 寿 12番 伊藤 圭一 

 13番 鈴木 正徳     

  

３.出席事務局職員 南陽市農業委員会 事 務 局 長 大室  拓 

 同      上 事務局長補佐 山内 美 穂 

 同         上  農 地 係 長 嶋貫 信一郎 

  

４.付 議 事 件 日程第１  会議録署名委員の指名 

 日程第２  会期の決定について 

 日程第３  諸般の報告について 

 日程第４ 報第４号 南陽市認定農業者の認定について 

 日程第５ 報第５号 農地法第１８条第６項の規定による通知の

報告について 

 日程第６ 

 

確第１号 

 

農地法第４条第１項の規定による農地転用

許可制限例外の確認について 

 日程第７ 議第１２号 農地法第３条の規定による許可申請に対す

る許可の可否について 

 日程第８ 

 

議第１３号 

 

農地法第５条第１項の規定による許可申請

に対する意見決定について 

 日程第９ 議第１４号 非農地証明願に対する可否について 

 日程第 10 議第１５号 南陽市農用地利用集積計画の策定に係る決

定について 

 日程第 11 議第１６号 農地中間管理事業に係る農用地利用配分計

画案に対する意見決定について 

 日程第 12 議第１７号 令和３年度南陽市農地等の利用の最適化の

推進施策に関する意見書の提出について 

 日程第 13 議第１８号 令和３年度南陽市農業委員会活動方針等の

決定について 

 日程第 14 承議第１号 事務局職員の任免について 
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５.会 議 の 要 領 

議長（髙橋会長） 

（開会：ときに午後１時３０分） 

令和３年３月１８日付け南農委告示第３号をもって招集いたしま

した、南陽市農業委員会委員総会を開会いたします。 

ただいま出席されている委員は１３名全員であります。 

よって、過半数の出席を得ており、会議規則第７条の規定により会

議が成立しますので、ただちに会議を開きます。 

本日の会議は、お手元に配布しております議事日程によって進めま

す。 

 

議長（髙橋会長） それでは、日程第１「会議録署名委員の指名」を行います。 

会議録署名委員は、会議規則第４０条の規定により議長が指名いた

します。 

４番峠田一徳委員、６番渡部基司委員の２名を指名いたします。 

 

 会議録署名委員 ４番  峠田 一徳委員 

  ６番 渡部 基司委員 

議長（髙橋会長） 日程第２「会期の決定について」を議題といたします。 

会期は、本日１日限りとすることにご異議ございませんか。 

 

 ………異議なしの声……… 

議長（髙橋会長） 異議なしと認めます。 

よって、本委員会委員総会の会期は、本日１日限りと決しました。 

 

議長（髙橋会長） 日程第３「諸般の報告について」は、別紙諸般の報告書によってご

了承願います。 

 

議長（髙橋会長） 日程第４報第４号「南陽市認定農業者の認定について」を上程いた

します。 

提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 

  

大室事務局長 ただ今上程されました、報第４号「南陽市認定農業者の認定につい

て」の提案理由を申し上げます。 

本案は、令和３年３月２日付け農第１０１４号で、南陽市長から本

委員会に対し、３月１日付けで７件を認定農業者として認定した旨の

通知がありましたので、ご報告するものであります。 

 

議長（髙橋会長） ただ今の報告に対して質疑ございませんか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、報第４号は了承いただいたものと認

めます。 

 

議長（髙橋会長） 次に、日程第５報第５号「農地法第１８条第６項の規定による通知

の報告について」を上程いたします。 

提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 
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大室事務局長 ただ今上程されました、報第５号「農地法第１８条第６項の規定に

よる通知の報告について」の提案理由を申し上げます。 

 本案は、農地法第１８条第６項の規定により、本委員会に対し賃貸

借の合意解約が成立した旨の通知が３１件ありましたので、ご報告す

るものであります。 

 

議長（髙橋会長） ただ今、事務局長から提案理由の説明がありましたが、農地係長の

補足説明を求めます。 

 

嶋貫農地係長 １番につきましては、賃貸人▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■

さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番 外１筆 田 合計５，０３８㎡を、

中間管理事業を利用するため、合意解約するものです。 

２番につきましては、賃貸人お亡くなりになった■■■■さんの相

続人、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さんの賃貸借契約▲▲字

▲▲番 外３筆 田 合計３，８７９㎡を、中間管理事業を利用する

ため、合意解約するものです。 

３番につきましては、賃貸人▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■

さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番▲▲ 田 ２，９５５㎡を、中間管理

事業を利用するため、合意解約するものです。 

４番につきましては、賃貸人▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■

さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番 外２筆 畑 合計２，０２８㎡を、

中間管理事業を利用するため、合意解約するものです。 

５番につきましては、賃貸人▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■

さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番 外１０筆 畑 合計７，１７８㎡を、

中間管理事業を利用するため、合意解約するものです。 

６番につきましては、賃貸人▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■

さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番 外１２筆 田４０２㎡ 畑３，６８

４㎡ 合計４，０８６㎡を、中間管理事業を利用するため、合意解約

するものです。 

７番につきましては、賃貸人▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■

さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番 外４筆 田１６１㎡ ３，２０５㎡ 

合計３，３６６㎡を、中間管理事業を利用するため、合意解約するも

のです。 

８番につきましては、賃貸人▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■

さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番 外３筆 田１，０５６㎡ 畑３５０

㎡ 合計１，４０６㎡を、中間管理事業を利用するため、合意解約す

るものです。 

９番につきましては、賃貸人▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■

さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番 田 ３，０７５㎡を、中間管理事業

を利用するため、合意解約するものです。 

１０番につきましては、賃貸人▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■

■さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番▲▲ 田 ３，１７３㎡を、中間管

理事業を利用するため、合意解約するものです。 

１１番につきましては、賃貸人▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■

■さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番 田 ２２８㎡を、中間管理事業を

利用するため、合意解約するものです。 
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嶋貫農地係長 １２番につきましては、賃貸人▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■

■さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番 外１筆 田 合計１，７５６㎡を、

中間管理事業を利用するため、合意解約するものです。 

１３番につきましては、賃貸人▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■

■さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番 田 ３０４㎡を、中間管理事業を

利用するため、合意解約するものです。 

１４番につきましては、賃貸人▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■

■さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番▲▲ 外２筆 田 合計７，３１７

㎡を、中間管理事業を利用するため、合意解約するものです。 

１５番につきましては、賃貸人▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■

■さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番 田 ２，６８８㎡を、中間管理事

業を利用するため、合意解約するものです。 

１６番につきましては、賃貸人▲▲の■■■■さん外１名と▲▲の

■■■■さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番▲▲ 外３筆 田 合計１

１，２４０㎡を、中間管理事業を利用するため、合意解約するもので

す。 

１７番につきましては、賃貸人 ▲▲の■■■■さんと▲▲の■■

■■さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番▲▲ 外１筆 田 合計３，４０

９㎡を、中間管理事業を利用するため、合意解約するものです。 

１８番につきましては、賃貸人▲▲の■■■■さんとお亡くなりに

なった▲▲の■■■■さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番 外２筆 田 

合計２，７３８㎡を、賃借人の相続人の申出により、合意解約するも

のです。 

１９番につきましては、賃貸人▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■

■さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番▲▲ 外２筆 田 合計３，１５９

㎡を、第三者と賃貸借賃借するため、合意解約するものです。 

２０番につきましては、賃貸人山形おきたま農業協同組合さんと▲

▲の■■■■さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番▲▲ 外５筆 田  合計

４，０２３㎡を、基盤整備事業により、中間管理事業を利用するため、

合意解約するものです。 

２１番につきましては、賃貸人▲▲の■■■■さんと山形おきたま

農業協同組合さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番▲▲ 外５筆 田 合計

４，０２３㎡を、基盤整備事業により、中間管理事業を利用するため、

合意解約するものです。 

２２番につきましては、賃貸人山形おきたま農業協同組合さんと▲

▲の■■■■さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番▲▲ 田 １０７㎡を、

基盤整備事業により、中間管理事業を利用するため、合意解約するも

のです。 

２３番につきましては、賃貸人▲▲の■■■■さんと山形おきたま

農業協同組合さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番▲▲ 田 １０７㎡を、

基盤整備事業により、中間管理事業を利用するため、合意解約するも

のです。 
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嶋貫農地係長 ２４番につきましては、賃貸人山形おきたま農業協同組合さんと▲

▲の■■■■さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番▲▲ 外２筆 田 合計

３，５５８㎡を、基盤整備事業により、中間管理事業を利用するため、

合意解約するものです。 

２５番につきましては、賃貸人▲▲の■■■■さんと山形おきたま

農業協同組合さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番▲▲ 外２筆 田 合計

３，５５８㎡を、基盤整備事業により、中間管理事業を利用するため、

合意解約するものです。 

２６番につきましては、賃貸人山形おきたま農業協同組合さんと▲

▲の■■■■さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番▲▲ 外１筆 田 合計

８２５㎡を、基盤整備事業により、中間管理事業を利用するため、合

意解約するものです。 

２７番につきましては、賃貸人▲▲の■■■■さんと山形おきたま

農業協同組合さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番▲▲ 外１筆 田 合計

８２５㎡を、基盤整備事業により、中間管理事業を利用するため、合

意解約するものです。 

２８番につきましては、賃貸人▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■

■さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番▲▲ 外２筆 田 合計５，３６３

㎡を、賃借人の申出により、合意解約するものです。 

２９番につきましては、賃貸人▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■

■さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番 田 １，５６６㎡を、第三者へ賃

貸借するため、合意解約するものです。 

３０番につきましては、賃貸人▲▲の■■■■さんとお亡くなりに

なった■■■■さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番の一部 畑 ３９６

㎡を、解約手続きがもれていたため、合意解約するものです。 

３１番につきましては、賃貸人▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■

■さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番▲▲ 外７筆 田１５，７１９㎡を、

第三者へ所有権移転するため、合意解約するものです。 

 

議長（髙橋会長） ただ今の報告に対して質疑ございませんか。 

 

浅野委員 この案の２筆あって３筆目の枠が空白になっていてここに解約届

け日が書いてあるけれども、その他を見ると書いてあったり書いてな

かったり、逆のパターンがあるみたいですけど、理由があるのですか。 

 

嶋貫農地係長 議案書の様式ですが１１番でご説明いたします。この場合は土地が

１筆でその隣の解約届出日、成立日、土地の引き渡し時期という事で、

３つの日付が必要でして、それが同じ３月２日という事でそれぞれ日

付が入っていますということで空白だから間違っているということ

ではなくて、次の１２番でいうと２筆の解約について解約の届出が３

月２日、解約の成立が３月２日、引渡し日も３月２日ですという事で

空白ですけれども、それぞれの申請はその土地の件数で右側には３種

類の届出日が記載されているということでご認識いただければと思

います。 
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議長（髙橋会長） その他ございませんか。 

 

           ………なしの声……… 

議長（髙橋会長）  「なし」の声が有りますので、報第５号は了承いただいたものと認

めます。 

 

議長（髙橋会長） 次に、日程第６確第１号「農地法第４条第１項の規定による農地転

用許可制限例外の確認について」を上程いたします。 

提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 

 

大室事務局長 ただ今上程されました、確第１号「農地法第４条第１項の規定によ

る農地転用許可制限例外の確認について」の提案理由を申し上げま

す。 

本案は、農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用許可制限

例外の確認について、１件の願出がありましたので提案するものであ

ります。ご審査のうえ確認くださるようお願い申し上げます。 

 

議長（髙橋会長） ただ今、事務局長より説明がありましたが、農地係長の補足説明を

求めます。 

 

嶋貫農地係長 農地法４条例外は、２００㎡未満の農業施設については、転用の許

可を要しない規定となっており、建築に際して、届出をいただき確認

しているものです。 

１番につきましては、▲▲の■■■■さんが、▲▲番の一部 畑 

１８１㎡のうち一部の７５㎡を農機具格納庫農業施設用地として利

用しているため願出があったものです。 

 

議長（髙橋会長） ここで、現地調査について、１０番小野博委員より、報告をお願い

します。 

 

１０番 

（小野博委員） 

３月１８日に私と渡沢寿委員、大室事務局長、嶋貫係長の４名で４

条例外現地確認に行ってまいりました。この案件について申請のとお

りであったことを確認してきたことをご報告いたします。 

 

議長（髙橋会長） この案件については、「農業委員会等に関する法律」第３１条の規

定に基づく議事参与の制限に該当する委員がおりますので、 

ここで、１３番鈴木正徳委員の退席を求めます。 

 

 ………鈴木正徳委員 退席……… 

議長（髙橋会長） これより、本案件について、審議に入ります。 

質疑、意見はございませんか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 
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議長（髙橋会長）  本案件について表決いたします。 

 お諮りいたします、ただいまの案件について、願出のとおり確認す

ることが妥当と認める委員は、挙手をお願いいたします。 

 

 ………全員挙手……… 

議長（髙橋会長） 願出のとおり確認することが妥当と認める委員が全員と認めます。

よって、本案については、願出のとおり確認することに決しました。 

 

議長（髙橋会長）  ここで、１３番鈴木正徳委員の復席を求めます。 

 

………なしの声……… 

 ………鈴木正徳委員 復席……… 

議長（髙橋会長） 次に、日程第７議第１２号「農地法第３条の規定による許可申請に

対する許可の可否について」を上程いたします。 

提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 

 

大室事務局長 ただ今上程されました、議第１２号「農地法第３条の規定による許

可申請に対する許可の可否について」の提案理由を申し上げます。 

本案は、農地法第３条の規定により、本委員会に対し賃借権設定１

５件、使用貸借権設定２件、合計１７件の許可申請がありましたので

提案するものであります。 

農地法第３条第２項各号の規定に基づきご審議のうえ、許可の可否

を決定くださるようお願い申し上げます。 

 

議長（髙橋会長） ただ今、事務局長から提案理由の説明がありましたが、農地係長の

補足説明を求めます。 

 

嶋貫農地係長 １番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さんと

の間で設定するもので▲▲字▲▲番▲▲ 外１筆 田 合計４，３１

３㎡について、新規の１０年で、毎年１０月３１日支払、物納となっ

ております。 

２番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さんと

の間で設定するもので▲▲字▲▲番▲▲ 田 ９，２９１㎡につい

て、新規の５年で、毎年１１月３０日支払、金納となっております。 

３番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さんと

の間で設定するもので▲▲字▲▲番 外５筆 田３，９３４㎡ 畑２，

９００㎡ 合計６，８３４㎡について、新規の１０年で、毎年１１月

３０日支払、金納となっております。 

４番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さんと

の間で設定するもので▲▲字▲▲番 外１筆 田 合計４，８０７㎡

について、新規の５年で、毎年１０月３１日支払、物納となっており

ます。 

 ５番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さんと

の間で設定するもので▲▲字▲▲番 外５筆 田 合計１０，９０１

㎡について、新規の１０年で、毎年１１月３０日支払、金納 
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嶋貫農地係長 となっております。 

６番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さんと

の間で設定するもので▲▲字▲▲番▲▲ 外３筆 田 合計６，１６

９㎡について、新規の５年で、毎年１１月３０日支払、金納となって

おります。 

７番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さんと

の間で設定するもので▲▲字▲▲番▲▲ 外１筆 現況樹園地 合計

１，３３７㎡について、新規の５年で、毎年１２月３１日支払、金納

となっております。 

８番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さんと

の間で設定するもので▲▲字▲▲番▲▲ 外４筆 田 合計６，２８

２㎡について、新規の１０年で、毎年１１月３０日支払、金納となっ

ております。 

９番につきましては、お亡くなりになった■■■■さんの相続人の

■■■■さんと▲▲の■■■■さんとの間で設定するもので▲▲字

▲▲番 外５筆 田３９９３．６５㎡ 畑３６㎡ 合計４，０２９．

６５㎡について、新規の１０年で、毎年１１月３０日支払、金納とな

っております。 

１０番につきましては、お亡くなりになった■■■■さんの相続人

の■■■■さんと▲▲の■■■■さんとの間で設定するもので▲▲

字▲▲番 田 ５２５㎡について、新規の１０年で、毎年１１月３０

日支払、金納となっております。 

１１番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さん

との間で設定するもので▲▲字▲▲番 外２筆 田 合計２，７３８

㎡について、新規の５年で、毎年１２月３１日支払、物納となってお

ります。 

１２番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さん

との間で設定するもので▲▲字▲▲番 田 １，２２２㎡について、

新規の５年で、毎年１２月３１日支払、物納となっております。 

１３番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さん

との間で設定するもので▲▲字▲▲番 外１筆 田 合計２，２６４

㎡について、新規の５年で、毎年１１月３０日支払、物納となってお

ります。 

１４番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さん

との間で設定するもので▲▲字▲▲番▲▲ 畑 ８１５㎡について、

新規の３年で、毎年１１月３０日支払、金納となっております。 

１５番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さん

との間で設定するもので▲▲字▲▲番 畑 ２１１㎡について、新規

の３年で、毎年１１月３０日支払、金納となっております。 

１６番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さん

との間で設定するもので、▲▲字▲▲番▲▲ 外１４筆 田３８５㎡ 

畑７，５４９㎡ 合計７，９３４㎡を再設定の２０年契約となってお

ります。 
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嶋貫農地係長 １７番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さん

との間で設定するもので、▲▲字▲▲番 畑 ７３２㎡を新規の２０

年契約となっております。 

以上です。 

 

議長（髙橋会長）  ここで、現地調査について担当委員より、報告をお願いします。 

 はじめに、議第１２号１番、４番、１４番及び１５番の現地調査に

ついて、１３番鈴木正徳委員より、報告をお願いします。 

 

１３番 

（鈴木正徳委員） 

昨日現地調査を行ってまいりました。４番、１４番、１５番は昨年

度より耕作がされておりまして、引き続きも作付けになると思いま

す。１番に関しては転作田として使用しているようで、毎年２回程度

の草刈を行っているようです。申請農地は周辺農地への影響もありま

せん。   

 

議長（髙橋会長） 次に、２番及び５番のうち▲▲地内の現地調査について、７番本間 

仁一委員より、報告をお願いします。 

 

７番 

（本間仁一委員） 

３月２３日に現地調査をしてきました。申請地は全て耕作され周辺

の農地に影響がないことを確認してまいりました。 

 

議長（髙橋会長） 次に、３番及び５番のうち▲▲地内の現地調査について、松田繁徳 

推進委員より、調査していただいておりますので、事務局より報告を

お願いします。 

 

嶋貫農地係長 先日松田繁徳委員から電話を頂戴しまして、全ての案件について耕

作されており周辺の農地に影響がないことを確認してきたとご報告

をいただいております。 

 

議長（髙橋会長） 次に、６番の現地調査について、竹田壮芳推進委員より、調査して

いただいておりますので、事務局より報告をお願いします。 

 

嶋貫農地係長 本日の朝、竹田壮芳委員より電話を頂戴しまして、全ての土地につ

いて昨年度作付けされていた跡がありまして耕作されており、周辺農

地に影響がないことを確認してきたとご報告をいただきました。 

 

議長（髙橋会長）  次に、７番の現地調査について、１２番伊藤圭一委員より、報告を

お願いします。 

 

１２番 

（伊藤圭一委員） 

３月２１日に確認してまいりました。 字▲▲は田んぼだったので

すが、永年転作田という事でぶどう畑になった場所であります。 

字▲▲についてもぶどう畑という事で申請地についてはこの２件

ともに耕作されておりまして周辺農地に影響がないことを確認して

まいりました。 
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議長（髙橋会長） 次に、８番、９番及び１０番の現地調査については、私が調査いた

しましたので、私から報告いたします。 

 

議長（髙橋会長） ３月２１日に調査してまいりました。１８番の■■■■さんの田ん

ぼにつきましては綺麗に耕作されておりました。次に９番１０番の▲

▲の■■■■さんの相続人の■■■■さんの田んぼでございますけ

れども、実は何年か耕作放棄をしておりまして荒地状態でございまし

た。■■■■さんにつきましてはこれからもできないという事で、隣

の■■■■さんと■■■■さんにお願いをいたしまして、引き受けて

頂きました。全て耕作放棄地状態でございますので、耕作放棄地を重

機等を使って開墾するというような事で農林課と相談している状況

でございまして、これから何かの作付けを進めておりますので周辺農

地には大変いい影響があると思っております。 

 

議長（髙橋会長） 次に、１１番及び１２番の現地調査について、高橋茂推進委員より、

調査していただいておりますので、事務局より報告をお願いします。 

 

嶋貫農地係長 高橋茂委員より３月２２日に現地確認を行ってきたと報告を受け

ております。１１番の農地の▲▲については排水がよくない場所で作

付けはされておりませんが転作をとして管理されており、その他につ

いては耕作がされているということで周辺農地に影響がないことを

確認したということで報告をいただいております。 

 

議長（髙橋会長）  次に、１３番の現地調査について、４番峠田一徳委員より、報告を

お願いします。 

 

１３番 

（峠田一徳委員） 

３月２２日に１３番の案件につきまして現地確認してまいりまし

た。申請地は全てが耕作されておりまして周辺農地への影響もないこ

とを確認してまいりました。 

 

議長（髙橋会長） お諮りいたします。 

これより審議に入りますが、一括して審議することにご異議ござい

ませんか。 

 

 ………異議なし……… 

議長（髙橋会長） 異議なしと認めます。 

それでは、一括して審議いたします。 

本案件について、質疑、意見を求めます。 

 

議長（髙橋会長） 質疑、意見はございませんか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 
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議長（髙橋会長） 本案件について、表決いたします。 

お諮りいたします。ただいまの案件について、申請のとおり許可す

ることが妥当と認める委員は、挙手をお願いいたします。 

 

 ………全員挙手……… 

議長（髙橋会長） 妥当と認める委員が全員と認めます。 

よって、本案件については、申請のとおり許可することに決しまし

た。 

 

議長（髙橋会長） 次に、日程第８議第１３号「農地法第５条第 1項の規定による許可

申請に対する意見決定について」を上程いたします。 

提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 

 

 

大室事務局長  ただ今上程されました、議第１３号「農地法第５条第１項の規定に

よる許可申請に対する意見決定について」の提案理由を申し上げま

す。 

 本案は、農地法第５条第１項の規定により、本委員会に対し３件の

許可申請がありましたので、提案するものであります。 

 関係法令、通達及び農地転用許可基準に基づいてご審議のうえ、意

見を決定くださるようお願い申し上げます。 

 

議長（髙橋会長） ただ今、事務局長から提案理由の説明がありましたが、農地係長の

補足説明を求めます。 

 

嶋貫農地係長 １番につきましては、▲▲の■■■■さん外１名が、▲▲の■■■

■さんから▲▲字▲▲番▲▲ 畑 １，００２㎡を所有権移転し、一

般住宅を建築するため、申請があったものです。 

当該地は、農地区分第２種農地と判断でき、集落に接続する住宅の

建築であり、転用目的も問題なく、許可要件を満たすと考えます。 

２番につきましては、▲▲の■■■■さん外１名が、▲▲の■■■

■さんから▲▲字▲▲番▲▲ 畑 ４１５㎡を所有権移転し、物置、

雪押場として利用するため、申請があったものです。 

当該地は、農地区分第２種農地と判断でき、既存敷地の拡張であり、

転用目的も問題なく、許可要件を満たすと考えます。 

３番につきましては、▲▲の■■■■さん外１名が、▲▲の■■■

■さんと使用貸借権を設定して、▲▲字▲▲番▲▲ 畑 ２２４㎡

に、一般住宅を建築するため、申請があったものです。 

当該地は、農地区分第３種農地と判断でき、転用目的も問題なく、

許可要件を満たすと考えます。 

                        

議長（髙橋会長） ここで、議第１３号１番から３番までの現地調査について、    

１０番小野博委員より、報告をお願いします。 
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１０番 

（小野博委員） 

 圃場の現地確認報告を行います。３月１８日に私と渡沢寿委員、大

室事務局長、嶋貫係長の４名で圃場３件の現地確認を行いました。全

ての案件について申請通りであることをご報告申し上げます。 

 

議長（髙橋会長） お諮りいたします。 

 これより、審議に入りますが、一括して審議することにご異議ござ

いませんか。 

 

 ………異議なし……… 

議長（髙橋会長） 異議なしと認めます。 

それでは、一括して審議いたします。 

 

議長（髙橋会長） 本案件について、質疑、意見はございませんか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 

 

議長（髙橋会長） 本案件について表決いたします。 

お諮りいたします、ただ今の案件について、申請のとおり許可相当

の意見を付することが妥当と認める委員は、挙手をお願いいたしま

す。 

 

 ………全員挙手……… 

議長（髙橋会長） 妥当と認める委員が全員と認めます。 

よって、本案については、申請のとおり許可相当の意見を付するこ

とに決しました。 

 

議長（髙橋会長） 次に、日程第９議第１４号「非農地証明願に対する可否について」

を上程いたします。 

提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 

 

大室事務局長 ただ今上程されました、議第１４号「非農地証明願に対する可否に

ついて」の提案理由を申し上げます。 

本案は、農地法第２条に規定する農地に該当しない旨の証明の願い

出が本委員会に対し１件ありましたので、提案するものであります。 

事実を確認のうえ、証明の可否を決定くださるようお願い申し上げ

ます。 

 

議長（髙橋会長） ただ今、事務局長から提案理由の説明がありましたが、農地係長の

補足説明を求めます。 
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嶋貫農地係長 １番につきましては、▲▲の■■■■さんから願出があったもの

で、▲▲字▲▲番▲▲登記地目が畑 ２２１㎡が、平成７年から、■

■■■氏の住宅敷地として利用され、現在に至っているものです。 

耕作出来る状態に回復するのが困難なため、証明できるものと判断

できます。 

 

議長（髙橋会長） ここで、現地調査について、１０番小野博委員より、報告をお願い

します。 

 

１０番 

（小野博委員） 

非農地現地確認報告。３月１８日に私と渡沢寿委員、大室事務局長、

嶋貫係長の４名で非農地証明願の現地確認を行ってまいりました。こ

の案件について申請通りであったことを報告申し上げます。 

 

議長（髙橋会長） この案件については、「農業委員会等に関する法律」第３１条の規

定に基づく議事参与の制限に該当する委員がおりますので、 

ここで、９番佐藤一志委員の退席を求めます。 

 

 ………佐藤一志委員 退席……… 

議長（髙橋会長） これより、本案件について、審議に入ります。 

質疑、意見はございませんか。 

 

 １２番 

（伊藤圭一委員） 

所有者は■■■■くんですか。 

 

嶋貫農地係長 経過をご説明申し上げます。■■■■さんが所有する農地で、近く

の家の■■■■さんという方がいらっしゃって、家が昔から建ってい

たようで今までそのままになっていたが、■■■■さんが亡くなって

ご家族の方が色々相続の手続きをしているときに自分の家が建って

いる土地がないという話になり、■■■■さんの土地を使って建たせ

て頂いていたということが判明したということで今回非農地で地目

変更して■■■■さんにお譲りするという形のために申請がありま

した。農家の方でないこともあって宅地化しているので、そのままお

譲りできないので非農地証明で地目変更するための申請という形に

なります。 

 

議長（髙橋会長） 他に質疑、意見はありませんか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長）  「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 

 

議長（髙橋会長）  本案件について表決いたします。 

 お諮りいたします、ただいまの案件について、願出のとおり証明す

ることが妥当と認める委員は、挙手をお願いいたします。 

 

 ………全員挙手……… 
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議長（髙橋会長）  妥当と認める委員が、全員（多数）と認めます。 

 よって、本案件については、願い出のとおり証明することに決しま

した。 

 

議長（髙橋会長） ここで、９番佐藤一志委員の復席を求めます。 

 

 ………佐藤一志委員 復席……… 

議長（髙橋会長）  次に、日程第１０議第１５号「南陽市農用地利用集積計画の策定に

係る決定について」を上程いたします。 

 提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 

 

大室事務局長 ただ今上程されました、議第１５号「南陽市農用地利用集積計画の

策定に係る決定について」の提案理由を申し上げます。 

 本案は、令和３年３月１２日付け農第１０４９号をもって、南陽市

長から本委員会に対し、「農業経営基盤強化促進法」第１８条に基づ

いて、５１件の賃借権の設定、１件の使用貸借権の設定、１件の所有

権移転に関する農用地利用集積計画を策定するため、当該計画につい

て同条第１項の規定により、本委員会において決定するよう求められ

ましたので、ご提案するものであります。ご審議のうえ決定くださる

よう、よろしくお願い申し上げます。 

 

議長（髙橋会長） ただ今、事務局長より説明がありましたが、事務局長補佐の補足説

明を求めます。 

 

山内事務局長補佐 賃借権設定が５１件で、計画面積が田１３１，２４０㎡、畑２０，

３０４．９９㎡ 

樹園地９，０６８㎡の合計１６０，６１２．９９㎡となっておりま

す。 

また、使用貸借が１件で、計画面積が田２，０３６．９１㎡、 

所有権移転が１件で、計画面積が畑３，６１８．５９㎡で、合計１

６６，２６８．４９㎡となっております。 

賃借権の設定につきまして、ご説明を申し上げます。 

１番につきまして、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さんとの

間で設定するもので、▲▲字▲▲番▲▲の畑９．９９㎡外６筆の合計

１，１５３．９９㎡について、再設定の１０年で、毎年１１月３０日

支払、金納となっております。 

２番については、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さんとの間

で設定するもので、▲▲字▲▲番の田５２５㎡外５筆の合計６，８５

５㎡について、再設定の１０年で、１２月３１日支払、金納となって

おります。 

次に、３番については、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さん

との間で設定するもので、▲▲字▲▲番の田１，４１２㎡１筆につい

て、再設定の１０年で、１１月３０日支払、物納となっております。 

 ４番については、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さんとの間

で設定するもので、▲▲字▲▲番の田８１９㎡１筆について、 
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山内事務局長補佐 再設定の１０年で１１月３０日支払、物納となっております。 

５番については、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さんとの間

で設定するもので、▲▲字▲▲番の田１，７６３㎡外１筆の合計１，

８６３㎡について、再設定の１０年で１１月３０日支払、物納となっ

ております。 

次に、６番から２７ページの５１番までの４６件については、中間

管理事業に伴う賃借権の設定でございます。 

最初に、６番については、▲▲の■■■■さんと「公益財団法人や

まがた農業支援センター」との間で設定するもので、▲▲字▲▲番の

現況樹園地５００㎡外１筆の合計１，３７４㎡について、契約期間は

令和３年５月３１日から新規の１０年契約で、毎年１２月２０日支

払、金納となっております。 

これ以降、公益財団法人やまがた農業支援センターを農業支援セン

ターと略して説明させていただきます。 

次に、７番について、▲▲の■■■■さんと｢農業支援センター」

との間で、▲▲字▲▲番の現況樹園地３５７㎡１筆について、契約期

間は令和３年５月３１日から新規の１０年契約で１２月２０日支払、

金納となっております。 

次に、２１ページの８番について、▲▲の■■■■さんと「農業支

援センター」との間で、▲▲字▲▲番の現況樹園地１，９７９㎡１筆

について、契約期間は令和３年５月３１日から新規の１０年、毎年１

２月２０日支払、金納となっております。 

次に、９番について、▲▲の■■■■さん外１名と「農業支援セン

ター」との間で▲▲字▲▲番の現況樹園地２，３２１㎡１筆について、

契約期間は令和３年５月３１日から新規１０年、毎年１２月２０日支

払、金納となっております。 

次に、１０番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」

との間で、▲▲字▲▲番の畑８２２㎡１筆について、契約期間は令和

３年５月３１日から新規１０年、毎年１２月２０日支払、金納となっ

ております。 

次に、１１番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」

との間で、▲▲字▲▲番の現況樹園地９８８㎡外１筆の合計２，０２

０㎡について、令和３年５月３１日から新規１０年、毎年１２月２０

日支払、金納となっております。 

次に、１２番について、▲▲の亡き■■■■さん相続人■■■■さ

んと「農業支援センター」との間で、▲▲字▲▲番▲▲の現況樹園地

１，０１７㎡１筆について、令和３年５月３１日から新規１０年、毎

年１２月２０日支払、金納となっております。 

次に、１３番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」

との間で、▲▲字▲▲番▲▲の田７，３０４㎡外１０筆の合計１０，

９１２㎡について、契約期間は令和３年４月１日から新規１０年、毎

年１２月２０日支払、金納となっております。 

１４番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」との

間で設定するもので、▲▲字▲▲番の田５，９０２㎡外１筆の合計９，

０８４㎡について、令和３年４月１日から新規１０年契約、毎年１２

月２０日支払、金納となっております。 
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山内事務局長補佐 次に、１５番は▲▲の■■■■さん外１名と「農業支援センター」

との間で、▲▲字▲▲番の田２，００３㎡外１筆の合計２，５１６㎡

について、令和３年４月１日から新規の１０年、毎年１２月２０日支

払、金納となっております。 

次に、１６番は▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」との間

で、▲▲字▲▲番▲▲の田２，９５５㎡１筆について、令和３年４月

１日から新規の１０年、１２月２０日支払、金納となっております。 

次に、１７番は▲▲の亡き■■■■さん相続人■■■■さんと「農

業支援センター」との間で設定するもので、▲▲字▲▲番の田８１９

㎡他３筆の合計３，８７９㎡について、令和３年４月１日から新規の

１０年、毎年１２月２０日支払、金納となっております。 

次に、１８番は▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」との間

で設定するもので、▲▲字▲▲番の畑２２４㎡外３筆の合計２，３１

８㎡について、令和３年４月１日から新規１０年、毎年１２月２０日

支払、金納となっております。 

次に、１９番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」

との間で、▲▲字▲▲番の畑２５１㎡外１０筆の合計７，１７８㎡に

ついて、令和３年４月１日から新規の１０年契約、毎年１２月２０日

支払、金納となっております。 

 ２０番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」との

間で、▲▲字▲▲番の畑４９５㎡外１３筆の田４０２㎡、畑３，７２

０㎡の合計４，１２２㎡について、令和３年４月１日から新規の１０

年契約、毎年１２月２０日支払、金納となっております。 

次に、２１番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」

との間で、▲▲字▲▲番の畑１，３０２㎡外４筆の田１６１㎡、畑３，

２０５㎡の合計３，３６６㎡について、令和３年４月１日から新規の

１０年契約、毎年１２月２０日支払、金納となっております。 

次に、２２番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」

との間で、▲▲字▲▲番の畑３５０㎡外４筆の田１，０５６㎡、畑４

２９㎡の合計１，４８５㎡について、新規の１０年契約、毎年１２月

２０日支払、金納となっております。 

次に、２３番については、▲▲の■■■■さんと「農業支援センタ

ー」との間で、▲▲字▲▲番の畑９１２㎡外２筆の合計１，４７９㎡

について、令和３年４月１日から新規の１０年契約、毎年１２月２０

日支払、金納となっております。 

２４番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」との

間で、▲▲字▲▲番の田１，１００㎡外１０筆の合計９，５７６㎡に

ついて、令和３年４月１日から新規の１０年契約、毎年１２月２０日

支払、金納となっております。 

次に、２５番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」

との間で、▲▲字▲▲番▲▲の田４，６７６㎡１筆について、令和３

年４月１日から新規の５年契約、毎年１２月２０日支払、金納となっ

ております。 
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山内事務局長補佐 次に、２６番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」

との間で、▲▲字▲▲番の田３，０７５㎡１筆について、令和３年４

月１日から新規の１０年契約、毎年１２月２０日支払、金納となって

おります。 

次に、２７番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」

との間で、▲▲字▲▲番の田２，２６０㎡１筆について、令和３年４

月１日から新規の１０年契約、毎年１２月２０日支払、金納となって

おります。 

次に、２８番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」

との間で、▲▲字▲▲番の田１，４２６㎡外１筆の合計１，５２４㎡

について、令和３年４月１日から新規の１０年契約、毎年１２月２０

日支払、金納となっております。 

次に、２９番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」

との間で、▲▲字▲▲番▲▲の田３，１７３㎡１筆について、令和３

年４月１日から新規の１０年契約、毎年１２月２０日支払、金納とな

っております。 

３０番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」との

間で、▲▲字▲▲番の田２２８㎡１筆について、令和３年４月１日か

ら新規の１０年契約、毎年１２月２０日支払、金納となっております。 

 次に、３１番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センタ

ー」との間で、▲▲字▲▲番の田７９６㎡外１筆の合計１，７５６㎡

について、令和３年４月１日から新規の１０年契約、毎年１２月２０

日支払、金納となっております。 

３２番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」との

間で、▲▲字▲▲番の田３０４㎡１筆について、令和３年４月１日か

ら新規の１０年契約、毎年１２月２０日支払、金納となっております。 

３３番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」との

間で、▲▲字▲▲番▲▲の一部、田２，０００㎡１筆について、令和

３年４月１日から新規の１０年契約、１２月２０日支払、金納となっ

ております。 

３４番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」との

間で、▲▲字▲▲番の一部、田６，０６６㎡１筆について、令和３年

４月１日から新規の１０年契約、１２月２０日支払、金納となってお

ります。 

３５番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」との

間で、▲▲字▲▲番▲▲の田９８１㎡１筆について、令和３年４月１

日から新規の１０年契約、１２月２０日支払、金納となっております。 

次に、３６番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」

との間で、▲▲字▲▲番▲▲の田１，８０７㎡外２筆の合計７，３１

７㎡について、令和３年４月１日から新規の１０年契約、毎年１２月

２０日支払、金納となっております。 

 次に、３７番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」

との間で、▲▲字▲▲番の田２，６８８㎡１筆について、 
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山内事務局長補佐 令和３年４月１日から新規の１０年契約、１２月２０日支払、金納と

なっております。 

次に、３８番について、▲▲の■■■■さん外１名と「農業支援セ

ンター」との間で、▲▲字▲▲番▲▲の田８，１４０㎡外３筆の合計

１１，２４０㎡について、令和３年４月１日から新規の１０年契約、

毎年１２月２０日支払、金納となっております。 

次に、３９番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」

との間で、▲▲字▲▲番の田２，９６７㎡１筆について、令和３年４

月１日から新規の１０年契約、１２月２０日支払、金納となっており

ます。 

次に、４０番について、▲▲の亡き■■■■さん相続人■■■■さ

んと「農業支援センター」との間で、▲▲字▲▲番の田１，１８２㎡

１筆について、令和３年４月１日から新規の１０年契約、１２月２０

日支払、金納となっております。 

次に、４１番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」

との間で、▲▲字▲▲番の田１，５１８㎡１筆について、令和３年４

月１日から新規の１０年契約、１２月２０日支払、金納となっており

ます。 

次に、４２番について、▲▲の亡き■■■■さん相続人■■■■さ

んと「農業支援センター」との間で、▲▲字▲▲番の田１，２７９㎡

１筆について、令和３年４月１日から新規の１０年契約、１２月２０

日支払、金納となっております。 

次に、４３番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」

との間で、▲▲字▲▲番▲▲の田３，３２５㎡外１筆の合計３，４０

９㎡について、令和３年４月１日から新規の１０年契約、１２月２０

日支払、金納となっております。 

次に、４４番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」

との間で、▲▲字▲▲番の田９，１３１㎡１筆について、令和３年４

月１日から新規の１０年契約、１２月２０日支払、金納となっており

ます。 

４５番について、▲▲の亡き■■■■さん相続人■■■■さんと

「農業支援センター」との間で、▲▲字▲▲番▲▲の田２５９㎡１筆

について、令和３年４月１日から新規の１０年契約、１２月２０日支

払、金納となっております。 

次に、４６番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」

との間で、▲▲字▲▲番の田２，９８２㎡外１筆の合計３，４４１㎡

について、新規の１０年契約、１２月２０日支払、金納となっており

ます。 

次に、４７番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」

との間で、▲▲字▲▲番▲▲の田３１６㎡外５筆の合計４，０２３㎡

について、令和３年４月１日から新規の１５年契約、１２月２０日支

払、金納となっております。 

次に、４８番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」

との間で、▲▲字▲▲番▲▲の現況田４４２㎡外２筆の合計３，５５

８㎡について、令和３年４月１日から新規１５年契約、１２月２０日

支払、金納となっております。 
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山内事務局長補佐 次に、４９番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」

との間で、▲▲字▲▲番▲▲の田１０７㎡１筆について、令和３年４

月１日から新規１５年契約、１２月２０日支払、金納となっておりま

す。 

次に、５０番について、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」

との間で、▲▲字▲▲番▲▲の田５０５㎡外１筆の合計８２５㎡につ

いて、令和３年４月１日から新規の１５年契約、１２月２０日支払、

金納となっております。 

最後に、５１番について、▲▲の■■■■さん外１名と「農業支援

センター」との間で、▲▲字▲▲番の現況田５３５㎡外１筆の合計７

６３㎡について、令和３年４月１日から新規の１５年契約、１２月２

０日支払、金納となっております。 

５２番は、▲▲の■■■■さんと「農業支援センター」との間で、

▲▲字▲▲番▲▲の田２３０㎡外５筆の合計２，０３６．９１㎡につ

いて、令和３年４月１日から新規１０年契約となっております。 

１番につきましては、▲▲の■■■■さんから▲▲の■■■■さん

へ▲▲字▲▲番▲▲の畑１７７㎡外５筆の合計３，６１８．５９㎡を

所有権移転するもので、移転の時期は公告の日、支払い方法は口座振

込となっております。 

 

議長（髙橋会長） これより本案件について、審議に入りますが、一括して審議するこ

とにご異議ございませんか。 

 

 ………異議なし……… 

議長（髙橋会長）  異議なしと認めます。 

 それでは、一括して審議することといたします。 

 

議長（髙橋会長） 本案件について、質疑、意見を求めます 

質疑、意見はございませんか。 

 

１３番 

（峠田一徳委員） 

２８ページの使用貸借権の設定という事で農業支援センターを通

してということになっていますが、どういうメリットがあるのです

か。 

 

嶋貫農地係長 ２１ページの１３番に同じ方の申請がございまして、こちら賃貸借

になってございます。■■■■さんから申請をいただいた際にこの後

の配分計画で■■■■さんが借受けすることにマッチングさせて頂

いた案件なんですが、作付できる部分と川沿いで条件が悪い所があっ

てですね、転作しかしようがない場所という形もあって、合わせて借

受けする方を探して頂きたいという申出があって、条件が悪い所は無

償で、作付けできる場所は賃貸借という形で有償でということで土地

によって分けさせて頂いたために賃貸借の部分と使用貸借の部分が

出てきたというようなところでございまして、メリットというのは■

■■■さんからみれば全部一括で機構に預かって頂けるというとこ

ろで、借受けの方も耕作地も悪い所も含めて機構を通して正式に貸し 



－20／28－ 

 

嶋貫農地係長 借りがつくというところで双方それなりのメリットがあるのかなと

思っているところであります。 

 

議長（髙橋会長） 他に、質疑、意見はございませんか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長）  「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 

 

議長（髙橋会長） 本案件について表決いたします。 

 お諮りいたします、ただいまの案件について、計画のとおり決定す

ることが妥当と認める委員は、挙手をお願いいたします。 

 

 ………全員挙手……… 

議長（髙橋会長） 妥当と認める委員が全員と認めます。 

よって、本案については、計画のとおり決定すべきものと決しまし

た。 

 

議長（髙橋会長） 次に、日程第１１議第１６号「農地中間管理事業に係る農用地利用

配分計画案に対する意見決定について」を上程いたします。 

提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 

 

大室事務局長 ただ今上程されました、議第１６号「農地中間管理事業に係る農用

地利用配分計画案に対する意見決定について」の提案理由を申し上げ

ます。 

本案は、令和３年３月１２日付け農第１０５０号で、南陽市長から

本委員会に対し、農地中間管理事業の推進に関する法律第 １９条第

２項の規定により作成された農用地利用配分計画案について、同法第

１９条第３項により意見を求められましたので、別紙のとおり提案す

るものであります。 

ご審議のうえ、意見を決定くださるようお願い申し上げます。 

 

議長（髙橋会長）  ただ今、事務局長より説明がありましたが、事務局長補佐の補足説

明を求めます。 

 

山内事務局長補佐 ３２ﾍﾟｰｼﾞの NO5 の下から 4 行目から３３ページの上から 2 行目ま

での 6 件が使用貸借権設定の申請であり、それを除く３２ページの

NO1 から３６ページの NO15 までの 113 件について、賃借権設定の申

請となります。 

最初に NO1の３件について、区域名は全域、借受者は▲▲の■■■

■さん、貸付者は▲▲の■■■■さん外１名で、▲▲字▲▲番の現況

樹園地５００㎡外２筆の合計１，７３１㎡について、賃借権を設定す

るもので、契約期間は、令和３年５月３１日から令和１３年３月３１

日までの１０年、支払方法は、口座振替となっております。 

 次に、NO2について、区域名は全域、借受者は▲▲の■■■■さん、

貸付者は▲▲の■■■■さん外１名で、▲▲字▲▲番の現況樹園地 
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山内事務局長補佐 ２，３２１㎡１筆について賃借権を設定するもので、契約期間は、令

和３年５月３１日から令和１３年３月３１日までの１０年、支払方法

は、口座振替となっております。 

次に、NO3について、区域名は全域、借受者は▲▲の■■■■さん、

貸付者は▲▲の■■■■さん外２名で、▲▲字▲▲番の現況樹園地

１，９７９㎡外２筆の合計３，７８９㎡について、賃借権を設定する

もので、令和３年５月３１日から令和１３年３月３１日までの１０

年、支払方法は、口座振替となっております。 

次に、NO4について、区域名は全域、借受者は▲▲の■■■■さん、

貸付者は▲▲の■■■■さん外１名で、▲▲字▲▲番▲▲の現況樹園

地１，０３２㎡外１筆の合計２，０４９㎡について、賃借権を設定す

るもので、契約期間は、令和３年５月３１日から令和１３年３月３１

日までの１０年、支払方法は、口座振替となっております。 

 NO5について、区域名は全域、借受者は▲▲の■■■■さん、貸付

者は▲▲の■■■■さんで、▲▲字▲▲番▲▲の田７，３０４㎡外、

下から５行目までの１０筆の合計１０，９１２㎡について、賃借権を

設定するもので、契約期間は、令和３年５月８日から令和１３年３月

３１日までの１０年、支払方法は、口座振替となっております。 

また、同じく NO5の下から４行目から３３ページの上から２行目ま

での６筆について、区域名は全域、借受者は▲▲の■■■■さん、貸

付者は▲▲の■■■■さんで、▲▲字▲▲番▲▲の田２３０㎡外５筆

の合計２，０３６．９１㎡について、使用貸借権を設定するもので、

契約期間は、令和３年５月８日から令和１３年３月３１日までの１０

年となっております。 

 次に NO6について、区域名は全域、借受者は▲▲の■■■■さん、

貸付者は▲▲の■■■■さん外１名で、▲▲字▲▲番の田５，９０２

㎡外３筆の合計１１，６００㎡について、賃借権を設定するもので、

契約期間は、令和３年５月８日から令和１３年３月３１日までの１０

年、支払方法は、口座振替となっております。 

 次に 34ページから 35ページにわたり NO9の３件について、区域名

は全域、借受者は▲▲の■■■■さん、貸付者は▲▲の■■■■さん

で、▲▲字▲▲番の田１，１００㎡外２筆の合計２，３０９㎡につい

て賃借権を設定するもので、契約期間は、令和３年５月８日から令和

１３年３月３１日までの１０年、支払方法は、口座振替となっており

ます。  

NO10 について、区域名は全域、借受者は▲▲の■■■■さん、貸

付者は▲▲の■■■■さんで、▲▲字▲▲番▲▲の田２，４９１㎡１

筆について、賃借権を設定するもので、契約期間は、令和３年５月８

日から令和１３年３月３１日までの１０年、支払方法は、口座振替と

なっております。 

 NO11 について、区域名は全域、借受者は▲▲の■■■■さん、貸

付者は▲▲の■■■■さんで、▲▲字▲▲番▲▲の田１，５４１㎡外

５筆の合計３，２７０㎡について、賃借権を設定するもので、契約期

間は、令和３年５月８日から令和１３年３月３１日までの１０年、支

払方法は、口座振替となっております。 
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山内事務局長補佐 NO12 について、区域名は全域、借受者は▲▲の■■■■さん、貸

付者は▲▲の■■■■さんで、▲▲字▲▲番▲▲の田１，５０６㎡１

筆について、賃借権を設定するもので、契約期間は、令和３年５月８

日から令和１３年３月３１日までの１０年、支払方法は、口座振替と

なっております。 

NO13 について、区域名は全域、借受者は▲▲の■■■■さん、貸

付者は▲▲の■■■■さんで、▲▲字▲▲番▲▲の田４，６７６㎡１

筆について、賃借権を設定するもので、契約期間は、令和３年５月８

日から令和８年３月３１日までの５年、支払方法は、口座振替となっ

ております。 

次に NO14について、区域名は全域、借受者は NO13 と同じく▲▲の

■■■■さん、貸付者は▲▲の■■■■さん外２名で、▲▲字▲▲番

の田９，１３１㎡外３筆の合計１２，８３１㎡について、賃借権を設

定するもので、契約期間は、令和３年５月８日から令和８年３月３１

日までの１０年、支払方法は、口座振替となっております。 

次に 35 ページから 36 ページ渡り、NO15 の２６件について、区域

名は全域、借受者は▲▲の■■■■さん、貸付者は▲▲の■■■■さ

ん外１７名で、▲▲字▲▲番の田３，０７５㎡外２５筆の合計５２，

９６７㎡について、賃借権を設定するもので、契約期間は、令和３年

５月８日から令和１３年３月３１日までの１０年、支払方法は、口座

振替となっております。 

次に、３７ページをご覧ください。漆山地区の基盤整備事業分にな

ります。 

最初に、NO1について、区域名は全域、借受者は▲▲の■■■■さ

ん、貸付者は▲▲の■■■■さんで、▲▲字▲▲番▲▲の田３１６㎡

外５筆の合計４，０２３㎡について、賃借権を設定するもので、令和

３年５月８日から令和１８年２月２９日までの１５年、支払方法は、

口座振替となっております。 

次に、NO2について、区域名は全域、借受者は▲▲の■■■■さん、

貸付者は▲▲の■■■■さん外３名で、▲▲字▲▲番▲▲の現況田４

４２㎡外７筆の合計５，２５３㎡について、賃借権を設定するもので、

令和３年５月８日から令和１８年２月２９日までの１５年、支払方法

は、口座振替となっております。 

 

議長（髙橋会長） お諮りいたします。 

この案件については、「農業委員会等に関する法律」 

第３１条の規定に基づく議事参与の制限に該当する委員が４名お

りますので、分割して審議したいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

 

 ………異議なし……… 

議長（髙橋会長） 異議なしと認めます。よって本案件は、分割して審議することに決

しました。 
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議長（髙橋会長） それでは、始めに、議第１６号３２ページの２番の案件について、

審議いたします。 

ここで、７番 本間 仁一 委員の退席を求めます。 

 

 ………本間仁一委員 退席……… 

議長（髙橋会長） これより、本案件について審議に入ります。 

本案件について、質疑、意見はございませんか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 

 

議長（髙橋会長） 本案件について、表決いたします。 

お諮りいたします、ただいまの案件について、妥当と認める委員は

挙手をお願いいたします。 

 

          ………全員挙手……… 

議長（髙橋会長） 妥当と認める委員が全員と認めます。 

よって、本案件については、妥当である旨の意見を付することに決

しました。 

 

議長（髙橋会長） ここで、７番本間仁一委員の復席を求めます。 

 

 ………本間仁一委員 復席……… 

議長（髙橋会長） 次に、議第１６号６番、１３番及び１４番の案件について、審議い

たします。 

ここで、１３番鈴木正徳委員の退席を求めます。 

 

        ………鈴木正徳委員 退席……… 

議長（髙橋会長） お諮りいたします。 

これより審議に入りますが、一括して審議することにご異議ござい

ませんか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 

 

議長（髙橋会長） 本案件について表決いたします。 

 お諮りいたします、ただいまの案件について、妥当と認められる委

員は、挙手をお願いいたします 

 

 ………全員挙手……… 

議長（髙橋会長） 妥当と認める委員が全員と認めます。 

よって、本案については、妥当である旨の意見を付することに決し

ました。 

 

議長（髙橋会長） ここで、１３番鈴木正徳委員の復席を求めます。 

 



－24／28－ 

 

 ………鈴木正徳委員 復席……… 

議長（髙橋会長） 次に、議第１６号７番の案件について、審議いたします。 

ここで、５番浅野厚司委員の退席を求めます。 

 

         ………浅野厚司委員 退席……… 

議長（髙橋会長） これより、本案件について審議に入ります。 

本案件について、質疑、意見はございませんか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 

 

議長（髙橋会長） 本案件について表決いたします。 

お諮りいたします、ただいまの案件について、妥当と認められる委

員は、挙手をお願いいたします 

 

 ………全員挙手……… 

議長（髙橋会長） 妥当と認める委員が全員と認めます。 

よって、本案については、妥当である旨の意見を付することに決し

ました。 

 

議長（髙橋会長） ここで、５番浅野厚司委員の復席を求めます。 

 

        ………浅野厚司委員 復席……… 

議長（髙橋会長） それではここで、議長を佐藤一志会長職務代理者に交代いたしま

す。 

 

 ………佐藤会長職務代理者、議長席に移動……… 

議長（佐藤会長職務

代理者） 

 議長を交代いたしました。 

議長（佐藤会長職務

代理者） 

それでは、議第１６号１１番の案件について、審議いたします。 

ここで、１番髙橋善一委員の退席を求めます。 

 

        ………髙橋善一委員 退席……… 

議長（佐藤会長職務

代理者） 

これより、本案件について審議に入ります。 

本案件について、質疑、意見はございませんか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（佐藤会長職務

代理者） 

 「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 

議長（佐藤会長職務

代理者） 

本案件について、表決いたします。 

お諮りいたします。ただいまの案件について、妥当と認める委員は、

挙手をお願いいたします。 

 

 ………全員挙手……… 
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議長（佐藤会長職務

代理者） 

 妥当と認める委員が全員と認めます。 

 よって、本案件については、妥当である旨の意見を付することに決

しました。 

 

議長（佐藤会長職務

代理者） 

 ここで、１番髙橋善一委員の復席を求めます。 

 ………髙橋善一委員 復席……… 

議長（佐藤会長職務

代理者） 

 それでは、議長を髙橋会長に交代いたします。 

 ………髙橋会長、議長席に移動……… 

議長（髙橋会長）  議長を交代いたしました。 

 

議長（髙橋会長） これより、議第１６号３２ページの２番、６番、７番、１１番、１

３番及び１４番以外の案件について審議に入りますが、一括して審議

することにご異議ございませんか。 

 

          ………異議なし……… 

議長（髙橋会長） 異議なしと認めます。 

それでは、一括して審議することといたします。 

 

議長（髙橋会長） 本案件について、質疑、意見を求めます。 

質疑、意見はございませんか。 

 

          ………なしの声……… 

議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 

 

議長（髙橋会長） 本案件について表決いたします。 

お諮りいたします、ただいまの案件について、妥当と認める委員は、

挙手をお願いいたします。 

 

          ………全員挙手……… 

議長（髙橋会長） 妥当と認める委員が全員と認めます。 

よって、本案については、妥当である旨の意見を付することに決し

ました。 

 

議長（髙橋会長） 次に、日程第１２議第１７号「令和３年度南陽市農地等の利用の最

適化の推進施策に関する意見書の提出について」を上程いたします。     

提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 
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大室事務局長 ただ今上程されました、議第１７号「令和３年度南陽市農地等の利

用の最適化の推進施策に関する意見書の提出について」の提案理由を

申し上げます。 

本案は、農業委員会等に関する法律第３８条の規定に基づき、市に

対し農地等利用最適化推進施策の改善についての意見を提出するた

め、ご提案するものであります。ご審議のうえ、意見を決定くださる

ようお願い申し上げます。 

なお、本案につきましては、振興専門委員会で原案を作成し、農地・

広報専門委員会、運営委員会、最適化推進会議において検討いただい

た内容でございます。 

 

議長（髙橋会長） ただ今、事務局長より説明がありましたが、峠田振興専門委員長の

補足説明を求めます。 

 

峠田振興専門委員

長 

前回の推進会議の中で指摘された部分につきまして、３ページの有

害鳥獣対策についてのところと、別冊の５ページの真ん中辺の指摘を

頂きまして、その後検討いたしまして、今回指摘したような意見書に

訂正しておりますのでそれを審議いたしたいと思います。 

詳しいことは山内補佐より説明頂きます。 

 

山内事務局長補佐 ………補足説明する……… 

議長（髙橋会長）  これより審議に入ります。 

本案件について、質疑、意見を求めます。 

 

議長（髙橋会長） 質疑、意見はありませんか。 

 

         ………なしの声……… 

議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 

 

議長（髙橋会長） 本案件について、表決いたします。 

お諮りいたします。ただいまの案件について、原案のとおり意見書

を提出することについて、妥当と認める委員は、挙手をお願いいたし

ます。 

 

 ………全員挙手……… 

議長（髙橋会長）  妥当と認める委員が、全員と認めます。 

 よって、本案件については、原案のとおり意見書を提出することに

決しました。 

 

議長（髙橋会長）  次に、日程第１３議第１８号「令和３年度南陽市農業委員会活動方

針等の決定について」を上程いたします。 

 提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 
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大室事務局長  ただ今上程されました、議第１８号「令和３年度南陽市農業委員会

活動方針等の決定について」の提案理由を申し上げます。 

 本案は、来年度の南陽市農業委員会活動の方針等を策定するため、

「基本方針」、「活動方針」及び「活動計画」をご提案するものであり

ます。 

 なお、この方針案につきましては、振興専門委員会において原案を

作成し、最適化推進会議でご検討いただいたものでございます。  

 ご審議のうえ決定くださるよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

議長（髙橋会長）  ただ今、事務局長より説明がありましたが、事務局長補佐の補足説

明を求めます。 

 

山内事務局長補佐  令和３年度南陽市農業委員会活動方針（案）につきましては、これ

まで振興専門委員会で協議、作成しました原案を、２月の運営委員会

及び最適化推進会議でご承認いただき、本日、総会にご提案申し上げ

るものでございます。 

初めに活動方針（案）につきまして、ご説明を申し上げます。 

１番の基本方針については、最新の国の農業情勢に係る情報につい

て、これまでのものに加筆、修正を加えております。 

２番の活動方針につきましては、農業委員会としてこれまでと大き

く変わることはありませので、前年度と同様の①～⑥を方針で進めて

まいりたいと考えております。時間の都合で読み上げいたしませんの

でご覧いただきたいと思います。 

活動計画（案）につきまして、ご説明を申し上げます。 

活動計画についても、農業委員会としてこれまでと大きく変わるこ

とはありませんので、例年どおりの活動内容とさせていただきまし

た。 

来年度においては、次回の改選に向け組織運営検討委員会の開催を

予定しております。この分は｢１会議の開催⑧その他の会議｣に含ませ

ていただき、引き続き次年度も、今年度同様に活動を進めてまいりた

いと考えております。 

 

議長（髙橋会長） これより審議に入ります。 

 本案件について、質疑、意見を求めます。 

 

議長（髙橋会長） 質疑、意見はありませんか。 

 

         ………なしの声……… 

議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、質疑を終結いたします。 

 

議長（髙橋会長） 本案件について、表決いたします。 

お諮りいたします、ただ今の案件について、原案のとおり決定する

ことが妥当と認める委員は、挙手をお願いいたします。 

 

         ………全員挙手……… 
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議長（髙橋会長） 妥当と認める委員が全員と認めます。 

よって、本案は、原案のとおり決定することに決しました。 

 

議長（髙橋会長） 次に、日程第１４承第１号「事務局職員の任免について」を上程い

たします。 

ここで、事務局長以外の職員の退席を求めます。 

 

       ………事務局職員 退席……… 

議長（髙橋会長） 提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 

 

大室事務局長 ただ今上程されました、承第１号「事務局職員の任免について」の

提案理由を申し上げます。 

事務局職員の任免につきましては、農業委員会等に関する法律第２

６条第３項で、農業委員会が任免すると規定されております。 

このことから委員会の承認を求めるものでございます。 

なお、職員への内示につきましては、本日２４日の午後となってお

りますので、それまでの取り扱いについては、ご配慮を賜りたいと存

じます。 

内容につきましては、会長より申し上げます。 

 

議長（髙橋会長）  それでは私より申し上げます。 

昨日、市長より内示がございました。 

結果につきましては、別紙のとおりです。 

 

議長（髙橋会長） ただ今の報告に対して質疑ございませんか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長） 「なし」の声が有りますので、承第１号は承認いただいたものと認

めます。 

 

議長（髙橋会長） ここで事務局職員の復席を求めます。 

 

 ………事務局職員 復席……… 

議長（髙橋会長）  以上をもちまして、本日提案されました議題は、すべて終了いたし

ました。 

 よって、令和３年３月１８日付け南農委告示第３号をもって招集い

たしました南陽市農業委員会 委員総会を閉会いたします。 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 


